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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の上に電極層と、
　前記基板の上に設置され、前記電極層と電気的に連結される発光素子と、
　前記発光素子を取囲み、凹凸パターンを含む充填材と、
　前記充填材の凹凸パターンの凸部上のみに配置された感光膜と、を含み、
　前記基板は上面に溝が形成され、
　前記発光素子は前記溝内に設置され、
　前記電極層は前記溝から前記基板の背面まで延長される発光素子パッケージ。
【請求項２】
　前記感光膜は、屈折率が１.１～２.２であることを特徴とする請求項１に記載の発光素
子パッケージ。
【請求項３】
　前記充填材は蛍光体を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の発光素子パッケー
ジ。
【請求項４】
　前記充填材の凹凸パターンの周期または深さは１０００Å～１００μｍであることを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載の発光素子パッケージ。
【請求項５】
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　基板を準備する段階と、
　前記基板の上に電極層を形成する段階と、
　前記基板の上に発光素子を設置し、前記電極層と電気的に連結させる段階と、
　前記発光素子を充填材によって取囲む段階と、
　前記充填材の上に光抽出パターンを形成する段階と、を含み、
　前記光抽出パターンを形成する段階は、前記充填材の上面を選択的に除去してパターン
を形成する段階が含まれ、
　前記光抽出パターンを形成する段階は、前記充填材の上に感光膜パターンを形成する段
階が含まれ、
　前記基板は上面に溝が形成され、
　前記発光素子は前記溝内に設置され、
　前記電極層は前記溝から前記基板の背面まで延長され、
　前記充填材は、凸部と凹部とを含む凹凸パターンを含み、前記感光膜パターンは前記充
填材の凸部上のみに設置される
発光素子パッケージの製造方法。
【請求項６】
　前記感光膜パターンは、屈折率が１.１～２.２の感光膜からなることを特徴とする請求
項５に記載の発光素子パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子パッケージ及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は電流を光に変換させる半導体発光素子である。
【０００３】
　このようなＬＥＤにより放出される光の波長は、ＬＥＤの製造に使われる半導体材料に
よって決定される。これは、放出される光の波長が、価電子帯の電子と伝導帯の電子の間
のエネルギーの差である半導体材料のバンドギャップに関係するからである。
【０００４】
　最近、発光ダイオードは、輝度の増加によりディスプレイ用の光源、自動車用の光源及
び照明用の光源として使われており、蛍光物質を用いたり様々な色のＬＥＤを組み合わせ
ることで、優れた効率の白色光を発光するＬＥＤの具現も可能である。
【０００５】
　このような目的にＬＥＤを応用するためには、高い発光効率と輝度が不可欠となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、新しい構造の発光素子パッケージ及びその製造方法を提供する。
【０００７】
　また、本発明は、発光素子から放出される光が外部に効果的に抽出される発光素子パッ
ケージ及びその製造方法を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、発光効率と輝度が向上された発光素子パッケージ及びその製造方法を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の発光素子パッケージは基板と、前記基板の上に電極層と、前記基板の上に設置
され、前記電極層と電気的に連結される発光素子と、及び前記発光素子を取囲み、パター
ンを含む充填材と、が含まれる。
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【００１０】
　また、本発明の発光素子パッケージは基板と、前記基板の上に電極層と、前記基板の上
に設置され、前記電極層と電気的に連結される発光素子と、前記発光素子を取囲む充填材
と、及び前記充填材の上に感光膜パターンと、が含まれる。
【００１１】
　また、本発明の発光素子パッケージは基板と、前記基板の上に電極層と、前記基板の上
に設置され、前記電極層と電気的に連結される発光素子と、前記発光素子を取囲む充填材
と、及び前記充填材の上にパターンを含む蛍光体層と、が含まれる。
【００１２】
　本発明の発光素子パッケージの製造方法は、基板を準備する段階と、前記基板の上に電
極層を形成する段階と、前記基板の上に発光素子を設置し、前記電極層と電気的に連結さ
せる段階と、前記発光素子を充填材によって取囲む段階と、及び前記充填材の上に光抽出
パターンを形成する段階が含まれる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、新しい構造の発光素子パッケージ及びその製造方法を提供することができる
。
【００１４】
　本発明は発光素子から放出される光が外部に効果的に抽出される発光素子パッケージ及
びその製造方法を提供することができる。
【００１５】
　本発明は発光効率と輝度が向上された発光素子パッケージ及びその製造方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図。
【図２】第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図。
【図３】第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図。
【図４】第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図。
【図５】第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図。
【図６】第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図。
【図７】第２実施例による発光素子パッケージの説明図。
【図８】第３実施例による発光素子パッケージの説明図。
【図９】第４実施例による発光素子パッケージの説明図。
【図１０】第５実施例による発光素子パッケージの説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付された図面を参照しながら、本発明の実施例を詳しく説明する。
【００１８】
　本発明が、多様な修正及び変形が可能である一方、その特定実施例が図面に例示されな
がら、以下において詳述されることになる。本発明は、これらの実施例に限定されるもの
ではなく、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の思想と合致する全ての修正
、均等及び代用を含む。なお、同一参照番号は図面の説明により同一要素を現わす。図面
における各層及び領域の寸法は、説明の明確性を図り誇張して図示されている。
【００１９】
　また、層、領域または基板等の要素が他の構成要素の“上/上部"または”下/下部“に
存在すると記述される場合は、他の構成要素の上または下に直接、または他の要素が介在
して間接的に存在することを皆含む。例えば、表面のような構成要素の一部が“内部”と
表現される場合は、その要素の他の部分に比べて素子の外側から離れていることを意味す
ることと理解されるべきである。また、各要素の方向の説明は図面を基準とするものであ
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る。まあ、“直接/directly”という用語は間に介在される要素が素材しないことを意味
する。また、“及び/または”という用語は記述される関連項目中の１つまたはそれ以上
のいずれかの組合せ及び全ての組合せを含む。
【００２０】
　図１～図６は、第１実施例による発光素子パッケージ及びその製造方法の説明図である
。
【００２１】
　図１に示すように、基板１０の上に発光素子が装着される装着部１１と、単位パッケー
ジ分離領域に単位パッケージを区分する貫通ホール１２を形成する。
【００２２】
　前記基板１０はセラミックまたはシリコンウェハからなることができ、前記基板１０に
形成される装着部１１と貫通ホール１２は、マスク（図示しない）により前記基板１０を
ドライエッチングまたはウェットエッチングすることで形成することができる。
【００２３】
　前記装着部１１は前記基板１０の上面に溝の形態に形成され、前記装着部１１に設置さ
れる発光素子から放出される光を上側方向に反射する反射カップの役割をし、発光素子か
ら放出される光が効果的に抽出される深さと傾斜面を有する。
【００２４】
　図２に示すように、前記基板１０には、前記装着部１１と前記装着部１１の外側を連結
する一対の電極層１３が形成される。前記電極層１３は前記貫通ホール１２を通じて基板
１０の背面に延長される。
【００２５】
　このように、前記電極層１３が前記基板１０の装着部１１から前記基板１０の背面まで
延長される場合、前記基板１０を印刷回路基板に設置すると同時に前記基板１０の上の発
光素子と前記印刷回路基板を電気的に連結させることができる長所を有する。
【００２６】
　なお、設計により前記電極層１３を前記基板１０の前面部のみ、または前記基板１０を
貫通して外側に連結されるように形成することもできる。
【００２７】
　一方、前記基板１０がシリコンウェハからなっている場合には、前記基板１０と前記電
極１３の間に絶縁層（図示しない）を形成することができる。例えば、前記絶縁層はシリ
コン酸化膜からなることができる。
【００２８】
　前記電極層１３が形成された装着部１１に発光素子２０を装着する。前記発光素子２０
は様々な形態に設計することができ、水平型発光素子、垂直型発光素子、フリップチップ
型発光素子を用いることができる。即ち、前記発光素子２０は、ワイヤを介在して前記電
極層１３と電気的に連結、または直接接触させて前記電極層１３と電気的に連結、または
バンプのような導電物質を介在して前記電極層１３と電気的に連結させることができる。
【００２９】
　図３に示すように、前記発光素子２０が装着された装着部１１に充填材３０を充填する
。前記充填材３０としてはシリコンジェルまたは透明エポキシを用いることができる。前
記充填材３０には蛍光体を選択的に含むことができる。
【００３０】
　前記充填材３０に蛍光体が含まれる場合、前記蛍光体はＹＡＧ、ＴＡＧ、ケイ酸塩(sil
icate)、窒化物(nitride)、硫化物(sulfide)、セレン化物(selenide)等のような青色励起
用黄色蛍光体を用いることができ、青色発光蛍光体、緑色発光蛍光体、または赤色発光蛍
光体のような紫外線励起用蛍光体を用いることができる。前記蛍光体の種類は上記のもの
に限定されない。
【００３１】
　前記充填材３０は塗布(dispensing)またはスクリーンプリンティング等の方法により前
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記装着部１１に充填することができる。前記充填材３０の上面は、後述される光抽出層の
役割をするパターンの形成が容易であるように、フラットにすることができる。
【００３２】
　図４に示すように、前記充填材３０の上に感光膜４０を形成し、図５に示すように、前
記感光膜４０の上側にマスクを配置し、露光及び現象により感光膜パターン４１を形成す
る。即ち、図６に示すように、前記充填材３０の上面に感光膜パターン４１を形成する。
【００３３】
　前記感光膜パターン４１は、前記充填材３０の上面において粗面(surface roughness)
構造、グレーティング(grating)構造、またはフォトニック結晶構造をなすことで、前記
発光素子２０から放出される光が前記充填材３０によって、より効果的に外部に抽出され
るようにする。即ち、前記感光膜パターン４１は前記充填材３０の上面に形成され、光抽
出層の役割をする。
【００３４】
　図７は第２実施例による発光素子パッケージの説明図である。図７に示すように、第１
実施例で説明した感光膜パターン４１をマスクとして、前記充填材３０を選択的にエッチ
ングする。
【００３５】
　前記充填材３０のエッチングはＨＦ、ＨＮＯ等のエッチング溶液を用いるウェットエッ
チング、またはＣｌ２やＣＦ４ガス等を用いるドライエッチングによって行うことができ
る。
【００３６】
　前記感光膜パターン４１によって前記充填材３０がエッチングされると、前記充填材３
０の上面には突起と溝を有する充填材パターン３１が形成される。ここで、前記溝の深さ
は１０００Å(１００ｎｍ)～１００μｍの深さに形成され、前記感光膜パターン４１の周
期は１０００Å(１００ｎｍ)～１００μｍに形成される。前記充填材パターン３１は、図
６で説明した感光膜パターン４１と同様に前記発光素子２０から放出される光が効果的に
外部に放出されるようにする。
【００３７】
　図８は、第３実施例による発光素子パッケージの説明図である。図４で、前記感光膜４
０を形成する前に、前記感光膜４０と充填材３０の間の接着力を高めるための接着層を形
成することができる。
【００３８】
　図８に示す実施例は、前記感光膜４０と充填材３０の間に接着層７０を形成し、前記感
光膜４０を選択的に除去して感光膜パターン４１を形成する例である。
【００３９】
　図６及び図８のように、感光膜パターン４１が光抽出層としての役割をする場合、前記
感光膜４０としてＳＵ-８のような感光特性を有するポリマーを用いることができる。前
記感光膜４０は、前記充填材３０をなすシリコンジェルまたは透明エポキシと類似する屈
折率を有する物質を用いることができ、前記感光膜４０は１.１～２.２の屈折率を有する
ようにすることができる。
【００４０】
　図９は、第４実施例による発光素子パッケージの説明図である。図６のように前記感光
膜パターン４１をマスクとして前記充填材３０をエッチングした後、前記感光膜パターン
４１を除去ない場合、図９に示すような構造が形成される。即ち、図９のように前記充填
材３０の上面は充填材パターン３１が形成され、前記充填材パターン３１の上面に感光膜
パターン４１が形成される。
【００４１】
　前記充填材パターン３１と感光膜パターン４１は、上述したように光抽出層の役割をす
る。前記充填材パターン３１の周期は１０００Å(１００ｎｍ)～１００μｍに形成され、
前記充填材３０のエッチング深さは１０００Å(１００ｎｍ)～１００μｍに形成される。



(6) JP 5496889 B2 2014.5.21

10

20

30

40

【００４２】
　図１０は、第５実施例による発光素子パッケージの説明図である。図１０に示すように
、第５実施例による発光素子パッケージは蛍光体を含まない充填材３０と、前記充填材３
０の上に形成される蛍光体層８０が含まれる。
【００４３】
　前記蛍光体層８０の上面は蛍光体層パターン８１が形成される。前記蛍光体層パターン
８１は、上述の感光膜パターン４１または充填材パターン３１と同様に、効果的に光を抽
出する光抽出層の役割をする。前記蛍光体層８０は蛍光体が含まれるシリコンジェルまた
は透明エポキシからなることができ、バインダーが更に含むことができる。そして、前記
蛍光体層８０の上面を、感光膜パターンをマスクとして選択的に除去することで、蛍光体
層パターン８１を形成することができる。
【００４４】
　図１０に示す第５実施例では、前記蛍光体層８０は前記充填材３０によって前記発光素
子２０と離隔されるので、前記発光素子２０から放出される熱による蛍光体層８０の特性
の低下を防止することができ、前記発光素子２０から放出される光の色の均一性が向上さ
れる。
【００４５】
　一方、本発明の各実施例で説明した充填材パターン３１、感光膜パターン４１、蛍光体
層パターン８１は、上面で見た時、円形、ドーナツ形状、ワッフル形状、ハニカム形、ま
たは四角形等多様な形態に形成されることができる。
【００４６】
　以上、本発明を実施例を中心に説明したが、これらの実施例は本発明を限定するもので
はない。本発明の精神と範囲を離脱することなく、多様な変形と応用が可能であることは
、当業者によって自明である。例えば、本発明の実施例に具体的に示された各構成要素は
変形して実施することができるものであり、このような変形と応用に係る差異点は、添付
の特許請求の範囲で規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の発光素子パッケージは、照明装置のみならず様々な電子機器の光源として用い
ることができる。
【符号の説明】
【００４８】
　　１０　基板
　　１１　装着部
　　１２　貫通ホール
　　１３　電極層
　　２０　発光素子
　　３０　充填材
　　３１　充填材パターン
　　４０　感光膜
　　４１　感光膜パターン
　　７０　接着層
　　８０　蛍光体層
　　８１　蛍光体層パターン
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